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1．目的 

本手順書は、治験審査委員会標準業務手順書に従い、感染症の流行、自然災害、その他や

むを得ない事由により、オンライン会議システムを利用して福岡大学病院治験審査委員会

を開催する場合およびオンライン会議システムを利用して出席する場合の手順を定めるも

のである。 

 

2．開催手順 

1) 前準備 

①治験審査委員会事務局は、利用するオンライン会議システムを手配して、オンライン

で出席する出席予定者に開催案内を通知する。 

②必要に応じて、治験審査委員会開催日当日までに、オンライン会議システムの接続テ

ストを行う。 

2) 開催日当日 

①治験審査委員会事務局は、出席者と映像および音声で双方向に円滑な意思疎通が可

能であること、ならびに本人が出席していることを確認する。 

②治験審査委員会事務局は、出席者が周りに第三者がいない個室等から単独で参加し

ており、情報漏洩の恐れがないことを確認する。 

③オンライン会議システムの障害などにより審議や採決に参加できなかった場合は、

当該委員は欠席として取り扱う。 

④情報漏洩または情報漏洩の恐れがあることを確認した場合は、直ちにオンライン開催を中

止する。 

 

3．議事録 

オンライン会議システム等を利用して治験審査委員会を開催および出席した場合は、そ

の旨を議事録に記録する。 

 

 

附 則 

本手順書は、令和 7 年 11 月 20 日から施行する。 


